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米国ビジネス方法特許をめぐる問題状況
一 批判論,改 善措置,残 る問題点一

坂 井 昭 夫

は じ め に

アメリカでは.1998年 夏のステー ト・ス トリー ト銀行(SSB)事 件控訴審判

決によって過去一世紀にわたり特許実務を縛ってきた 「ビジネス方法除外の原

則」が明確に廃棄されるや,口 ならず してビジネス方法特許(BMP)ブ ーム

が巻き起こった。このブーム到来の経緯については,前 稿(本 誌前号)で,80

年代初頭からのプロ ・パテン ト政策を反映 した特許保護対象の拡大動向やIT

革新の進展といったその伏線と背景に目配 りしなが ら,ま た技術的要素よりも

アイデアに重きを置 くBMPの 特徴を踏まえて,一 通 りの考察をすませている。

とりわげ 「特許洪水」の現象が目立った電子商取引分野では,特 許権者 となっ

たネ ット・ベ ンチャーがBMPを 攻撃的に利用するのに伴い,競 合企業 との間

に激 しい係争が次々もち上がる状況となったが,代 表的な係争2事 例(逆 オー

クション特許およびワン ・クリック特許をめぐって生 じた特許紛争)の 内容検

討 も前稿でおこなった,、

ところで,BMPブ ームの只中で燃え店がった係争は,米 国内外にBMPに

対する強い警戒感を醸成せずにはおかなかった。ただ,噴 出 した批判や憂慮へ

の対応策として米国特許商標庁(USPTO)を 巾心に審査基準の厳格化 と審査

体制の整備が急がれたこともあって,BMPブ ームはほんの数年で沈静化 し,

それとともに懐疑 ・批判の声 も鳴 りをひそめる経過となった。とはいえ,事 態

を単なる一過性の現象だった と決めつけて.関 心の枠外に追いやってしまって
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よいわけでは決 してない。問題視されたBMPの 本性が部分的にしか改まって

いないようなら、ピーク時を下回りはしてもブーム前よりはるかに多 くのビジ

ネス関連発明の出願と特許成立が今 もって続いている以上,今 後アメリカ経済

ばか りか世界経済全体の動向に重大な影響が及ぶ可能性も小さくない,と 考え

るのが自然だからである。

それでは,特 許紛争勃発の現実を背景に,BMPの 一体何に対 して抗議の矢

が射かけられることになったのか?そ れらの問題点をめぐって,USPTOや

米国議会でどのような改善策が検討され,そ のうちどれが実行に移され,何 が

棚上げの扱いになったのか?そ して,問 題視された事項のうち何が一応の解

決をみたのか,ど のような種類の問題が手付かずのまま残されてい るのか?

本稿では、これらを順を追って考察することになる1、

1懐 疑 ・批 判 の 広 が り一 何 が問題視 されたのか一

相次 ぐ特許紛争に世の注目が集まる中で,ビ ジネス方法特許に対する批判の

声 も急速な高まりをみた。部分的な修正要求から全面否定まで多様な見解が入

り乱れる騒然たる論壇状況であったが,何 らかの角度から問題視された諸点を

とりまとめて列挙 しよう.

バーンズ社が ワン・クリック注文方式を導入する際に,同 社のプログラマー

はアマゾン社の特許のコー ドを調べる必要を感 じなかったという1)、、その事実

が物語るように,BMPの 場合にはソフ トウェアの技術的要素にあま り特徴が

ないのが通例である。裏返せば,主 に非技術的要素つま りITを 使って実現す

るアイデアに対 して与えられるのがBMPな のであるが,そ のアイデアにして

も逆オークションや ワン ・クリックのように 「コロンブスの卵」的な単純なも

の,端 的にはインターネット出現の前から存在するビジネス方法にいくらか乎

直 しを施 した程度の もので しかないZ)。となると,実 世界では公知のビジネス

1)"leickJames『 レらPaten倉lyAbs1】rd』 一丁ゐ8N働 拘r々%硲M`ε8召2融M孜rchl2・200α

2)岸 宣 仁 「特 許 封 鎖 』 中央 公 論新 社,200{)年,76ペ ー ジ。
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方法が単にサイバースペースに移植されただけで特許化す ることにす らなりか

ねない。この点に関して,も しそうならそれは新規性 ・非 自明性の特許要件を

無視したずさんな特許認定だ,し かも実際にその傾向がはっきり認められる,

とする非難が数多く聞かれた3,。

アイデア重視のBMPは,個 別の ソフ トウェアやハー ドウェアなどシステム

の構成要素によって規定されはしないので,本 質的に汎用性が高く,権 利保護

の範囲もおのず と広 くなる。 したがって,あ るビジネス方法が特定企業の特許

とされると,他 の誰 もが ライセンスを受けない限 り同様の手法を用いたビジネ

スを実施できな くなる,と いう恐れを禁 じえない。すでに広範に普及し標準的

存在となっているビジネスの手法や仕組みに特許権が発生 したりすれば,非 特

許権者によって営まれてきた事業がある日突然おこなえなくなる事態 も起 こり

うる。これは.か つて不条理な利害関係の温床として悪名を馳せた 「サブマリ

ン特許」の現代版になるのでは.と の懸念の広が りにつなが った4)、、特許権者

が不当に優位に立つ可能性に関わっては,そ の優位性の長期化 と強化に寄与す

るロック ・イン効果やネ ットワーク効果への留意を促す論者 も少なくなかった。

BMPに は,開 発 コス トが相対的に低いために,技 術的な工夫に対する従来

型の特許よりも出願 しやすい特徴がある。その条件下で,BMPの 恩恵に浴 し

たいと願うベンチャー企業や個人が続出 し,他 方でその脅威への対抗を主眼 と

した大企業の防衛出願 も盛んになった結果が,爆 発的な出願ブームの到来で

あった。しか し,出 願の殺到に対処する特許審査の体制が前 もって整 っていた

わけではなか')た 。USPTOの 審査官が申請された案件の新規性や非 自明性を

判断するに当たっては,ビ ジネス関連発明の先行事例データ ・公知資料が どう

しても必要になる、,だが,も ともとビジネスの仕方は必ず文献に載せて発表さ

れるような性質のものではなく,そ のせいもあって当該データ類はおよそ未整

備 なのが実情であった。だ とすれば,引 用文献のサーチがかなわず拒絶査定

3)Le瀬g,Lawrence,`鞠Paten重P70biemヌ."Thε1〃 譲∬疏yδ'【～ノ'4`～ノ4Jalluary21,2000.

4)青 柳 武 彦 「ビ ジ ネス モデ ル特 許の 功 罪 」GLOCOM刀 報 『智 場 』No.53,2000年7・8月 合併 号 ,、
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をなしえないために(さ らに専門知識を持つ審査官の不足 も重なるので),特

許性の疑わしいあ りふれたビジネス方法に特許が付与される事態 も起こって不

思議でない理屈になる。この事情を直視 し.BMPに 固有の欠陥として審査の

不備による質の低さを指弾する議論 もあった5)。そこでは,低 質の特許ない し

理疵のある特許は,ク レーム(特 許請求範囲)の 重複,不 適切に広いクレーム,

自明な発明への特許付与 といった問題を内包してお り,係 争の頻発 と訴訟費用

の上昇,ラ イセンス料の高騰,競 争の抑制による非効率的な企業の温存 といっ

た社会的コス トを発生させ るものと認識されていた%

特許制度の理念と関わらせた批判 も存在 した。そもそも特許制度は,一 定期

間後における発明内容の公開を代償に,新 技術の開発者に排他的な独占権を認

め,も って産業発達の促進 に役立てようという目的のもとに築かれたものであ

る。独占権の形式をとった発明利得の保障は,投 入 した技術開発費の回収を可

能にし,新 技術開発への動機付 けをおこなうためだ とされている,,発明の開示

の方は,生 み出された技術の産業や社会への移転を円滑にする手段,さ らには

当該技術をベースとしたいっそうの技術発展をはかる方途 と考えられてきだ1。

そうであるはずなのにビジネス方法特許ときた日には,、と話は展開する。

BMPと きた日には,新 たな電子商取引事業に対する参画の機会をせばめ,

ネット産業にとって成長の促進要因どころか,逆 に阻害要因になりかねない。

技術的要素の希薄さか らして,開 示された発明がさらなる技術発展の礎石にな

ることも期待 しにくい田、,技術開発のインセンティプとしての独占という点に

5)日 本 感 性 工 学 会 ・IP研 究 会 編 『ビ ジ ネ ス モ デ ル 特 許1通 商 産 業 調 査 会,2000年,io-11ペ ー ジ 。

Wright,BradleyC.,0'BusinessMethodPatents;AreThereAnyLimits?、"R♂ 窃 艦 ・`ゾ1η'8漉 ρ

君齪!1テo掬 瑳yム ατ凧TheJohnMarsh融llLawSchoo1,VoL2Jssue1,Fall2002、

6)P》Ieurer.八 瓠chaelJ.、'`BushlessNlethodPatentsandPatentFしoods,"80訂oηUπ 加 θ否'妙 翫hρo'

σ 『ム`～τξ・Pf5α イ55'oノ'1曳ψ8ノ㌔No,02　 02,May13,2002.

7)Nelson、RichardD.andRobertoMazzoleni.1`EconomlcTheoriesabouttheCostsandBene丘ts

ofPatents、"February15-16,1996、(hしtp://www.11ap.edu/readingroom/books/property/3.htm1

ガchap3).BronwnyH.Hall.』LBushlessMethodPatents,Innovation夕andPolicy』 聖NBERWb漉 ∫,2g

ノを4Pθ、Nα9717,ト ヒ1ay2〔X)3.

8)Lee,Mark.'HowCouldSoftwarePatentLawlmpactElectronicCommerce?,"Fa11,1998.

(http://cyber.1awharvaKLedu/fallsem98/flnaしpapers/Lee・html)
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しても,あ まり技術開発投資が必要でなく,ま たさほど独創性のないアイデア

で も特許になりうるBMPの 場合には,そ の制度趣旨にぴった りこない。内容

公開の交換条件に独占の容認 をとされているが,ビ ジネス方法は公開の場で実

施されるものであ り,特 許制度 によって公開させるまでもない'1。 こうし

た意見が,時 に包括的に,時 に断片的に,あ ちこちで表明されたのであった。

なお,特 許制度本来の姿からかけ離れているとの認識に立ってBMPの 権利期

間短縮や廃絶を唱える主張も飛び交うことになったのだが,そ れらについては

後に論及の機会を持ちたい。

ところで,ア メリカのBMP動 向は,日 本や欧州にとづて も重大な関心事で

あった。特許制度は属地主義が原則だとはいえ,技 術進歩に合せてバイオテク

ノロジーやソフ トウェアの分野にまで保護範囲を広げてきたアメリカに,日 欧

が躊躇 しながらもおおむね追随の道を歩んで きたのは間違いのない事実である

し,BMPに ついて も基調は同 じだ とみて よい。 とは言いなが ら,日 本が

BMPを ソフ トウェア関連特許の一形態と規定 し,コ ンピュータを構成要件と

しないビジネス方法の発明は特許対象外 としてきたように,ま た欧州がソフ ト

ウェア特許それ自体に相当な制約を加えてきたように,三 極問には制度面の差

異が認められた。審査基準の厳 しさにも程度の差があったので,経 済のグロー

バル化に対応 して制度 ・運営基準の国際的調整をはかる必要が日ごとに高まる

形勢にあった。しかも,イ ンターネット・ビジネスの場合には,世 界のどこか

らで もアクセスが可能なため,国 際調整の緊要度は一段と高 くなる、米国特許

が成立 したビジネス方法を用いて外国のサイト運営者が自国に設置 したサー

バーで操業するケースに関して,米 国内か らのアクセスが可能だからとの理由

でアメリカの特許権が行使されることがあるのかどうか,と いった問題が出て

くるか らであるゆ。 したがって,先 に列記 したアメ リカのBMPに 対す る疑念

9)稲 生 秀 俊 「ビ ジ ネ ス モ デ ル特 許 と特 許 要 件 」 『パ テ ン ト』2002年11月 号。 松 本 直 樹 「ビ ジ ネス

モ デ ル特 許 の 問 題点 」 『旬 刊 経 理 惰 報ま2000年8月1日 号 、

10)Swins(m,JohnV・,いPatentingElectronlcCommerce・"March22,1998・(hし しpl〆/www .ge(》(二i～ie}….

com/L田 ・eka/5429/patellts.htm監)
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米 国 内 だ け に と ど ま らず,日 本 や 欧 州 で も勢 い よ く湧 き出 る形 に

II対 応 策 一 導入されたものと棚上げされたもの一一一

1実 施された諸措置

ビジネス方法特許に対する国内外の批判に直面 したアメリカでは,果 たして

どのような対応策が講 じられたのであろうか。主だった動きを略述 しようHl。

最初の改善措置 となったのは,1999年11月 の特許法改正であった。具体的に

は,先 行技術情報の不完全性等のせいで,す でに標準的に用いられるように

なっているビジネス方法に特許が付与される可能性があることへの対策として,

BMPに 限り先使用者の抗弁が認められるものとされた。他者が特許 を取得 し

た場合,そ の出願の1年 以上前から当該ピジネス関連発明を現実に実施 してい

た善意の先使用者には,特 許権侵害の主張に対する非侵害の抗弁が許され,継

続実施の道が開かれたことになる1㌔

2000年3月 には,審 査体制の整備を主目的にしたUSPTOの アクション・

プランが発表された。ソフトウェア.イ ンターネットおよび電子商取引の諸業

界から協力を得ながらビジネス関連発明に関する先行技術情報の充実を期すこ

と,さ らに審査官の教育 ・訓練の拡充,コ ンピュータ関連発明の審査基準の改

定.ク ラス705に 分類される出願に限っての第2レ ベル審査 の導入(一 人目に

続いて二人目の審査官も合格査定をした場合に特許成立となる)も おこない,

もって審査の質的向上に努める,と いう方針の提示であった1ユ)。その方針の着

実な進展を印象づげたのが,同 年7月 発表のUSPTO白 書である。自書によ

れば,ク ラス705の 審査官数は専門知識を有す る人材の確保によって急増を遂

11)Sandonato,MichaelP,、etal,,腎 ℃urrenτDevelopmentsinBusinesgMeth`)dPatentLaw、 マ`

E一(「o'η η1`ワτΨLα τ巳,,September2〔X)1.

12〉(財)知 的 財 産 研 究 所 編 『米 国 に お け る1fジ ネ ス 方 法 特 許 の 研 究 』 雄 松 堂 出 版,2001年,

152-153ペ ー ジ 、,

13)uSPTO,β'♂5'π 邸5M8〃"誌 君'孟o～ 虞1'1'1'4`'τ 竪誓 、4'～、4`"o"P1α'1,M…lr(!h29、2〔xX).
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げた(97年 末の12人 か ら38人に)。 さらに,審 査官訓練制度の充実,、審査官に

対する綿密な先行技術調査の義務付けと調査に必要なデータベースの整備等 も

進められたために,BMPの 審査の質は目覚 しく改善されてきている,と 白書

は誇らしげに語 ったレ㌔

アクション ・プランがふれた審査基準について言うと,2000年6月 に,前 年

秋の三極特許庁長官会議での合意に沿って実施された日米両国特許庁 による

「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」の報告書が,三 極特許庁専門家会

合で採択されている・比較研究の結果 と欧州特許庁の意見に基づ き三庁が確認

し合ったのは,コ ンピュータにより実現されたビジネス方法が特許適格性を有

するためには技術的側面が要求されること,人 間がおこなっている公知の業務

方法を通常の自動化技術を用いて自動化 しただけでは特許性がないこと,で

、あった1%ア メリカでは既存のビジネス方法を単にコンピュータ実行またはサ

イバースペースに応用 しただけで特許になる可能性が高い、いや実際にそうし

たBMPが 乱発されてきたとの批判に対 して,USPTOが アメリカも特許性の

判断において日欧と大差ないと宣言 した形である。過去はいざ知らず,少 な く

ともこれ以降は、USPTOも 特許審査 に当たってコンピュー タやサイバース

ペースヘの応用以上のものを要求するようになった,と 考えてよい同、、また.

三庁は特許性の判断いかんよりも先行技術サーチの困難さがむ しろ問題だとし

て,以 後はサーチの質的向上に向けての協調に重点を移すことになった。

2実 現 しな か った バ ー マ ン ・バ ウチ ャー 法

USPTOの 努 力 は,BMPの 質 を 高 め る 正 し い 道 に 向 け ら れ て い る 。 だ が,

係 争 の 種 に な っ た よ う な 怪 しげ な 特 許 が 突 然 生 ま れ る 事 態 を 防 ぐ に は,そ れ だ

14)USPTO,パ ひ『PTOWh漉Rψ1了r'。4漉o'澱 徽ノ丑π朋ビ'4'oノ・酵`〃置4μθπθ"Dご 緬～1うη`855'〃£

A4ぞ訪α!(β～'5'ηε55ルf8!ho`プ),Ju畳y2000.ChapterIV.V,

15)特 許庁 「…極特 許庁 専 門家 会合(2000年6月14日 一16日フ 結果概 要」。qlttp://www.jpo,go.

jp/tQrikUmi/in〔lex.htm)

16)デ ヴィ ッド ・ベ ンダー 「ビジネス方法特許 に関す る賛否両 論」 『月刊国際法務戦 略」2001年5

月号昌
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けで は十 分 で は な い。 先 行 技 術 のデ ー タベ ー スを 整 え る こ とに加 え て,特 許 の

認 定 プ ロセ ス を手 直 しす る必 要 が あ り,そ の た め に 新立 法 を 急が な けれ ば な ら

な い 、,一 この 認 識 に立 っ て,2000年10月 に,民 主 党 の バ ー マ ン(H・WHrd

Beman〉,バ ウチ ャー(RickBoucher)両 下 院議 員 が 「2000年 ビ ジ ネス方 法 特

許 改 善法 」 案(H,R.5364)を 米 国 議 会 に提 出 した17}。

提 起 され た主 要施 策 を 並 べ て お く、、① 現 行 制 度 で は出 願 人が 出願 前 に先 行

技術 を調査 す る義 務 は ない が,法 案 は出 願 人 に先行 技 術 調査 を お こ な っ た範 囲

の開 示 を 求 め る もの と した 。 ② ビ ジ ネス 方 法 発 明 につ い て は 出 願18ヵ 月後 に

発 明 内容 を公 開す る もの と した 。 進 展 ス ピー ドが速 い 電 子商 取 引や 金 融 商 品 な

どの事 業 分野 に関連 してい るだ け に,現 代 版 サ ブマ リン特 許 の性 格 を帯 び る危

険 性 を慮 って の こ とで あ る181,、③ 異議 申 立 て(特 許 付 与 か ら9ヵ 月 以 内 に)

の手 続 き を設 けて,一 般 市 民 が 訴 訟 に訴 えな くて も成 立 した特 許 に異 議 を表 明

す る機 会 を得 られ る よ う に した。 ④ 再 審 査,イ ン ター フ ェ ア ラ ン ス.異 議 申

立 て 等 にお い て,特 計 無 効 等 を提 起 した 当 事 者 に課 さ れ る挙 証責 任 を軽 減 す る

こ と に した 、、

バ ーマ ン ・バ ウチ ャー法 案 は2001年4月 に幾 らか 修 正 の うえ議 会 に再 提 出 さ

れ た が.BMPに 対 して だ け他 の特 許 とは異 な る扱 い を す る点 で,同 法 案 に対

して はUSPTOや 米 国 知 的 財 産 権 法 協 会(AIPLA)を 巾心 に,当 初 か ら風 当

た りが 強 か った。 つ い で に付 言 す れ ば,AIPLAは2000年10月 に公 表 した 白書

「ビジ ネ ス方 法 を特 許 す る」 で,ソ フ トウ ェ ア関 連 発 明 や ビ ジ ネス 関連 発 明 に

特 許 性 を認 め よ う と しな い オ ー プ ン ・ソー ス運 動 の 議 論 や,BMPの 権 利 期 間

短 縮 を求 め る見 解 に真 っ向か ら対 峙 して,ビ ジネ ス関 連 発 明 もや は り他 の発 明

と法 律 上 同 じ枠 組 みで 守 られ る べ き だ との主 張 を な して い る1%法 案 に立 ち戻

17)Ellis.Kathleen,鴎NefPatentBillintr(》duced』㌣1祷2ぞ4ノ〉8鷲1∫,Octoher3、20QO.(http://www、

wired,com/news/politics/0,1283.39238、(〕0.hしmD、青柳 武彦 「ピジネ ス方法特 許」 『GLOCOM

Review』2001年1月 号。

18)坂 井昭夫 「アメリカにおけるビジネス方法特許の動向とその問題点」『KIER』京都大学経済

研究所,No.0306,2(104年3月 。

19)AIPLA,1♪ 罐 痂'9召 ま`51'～8丼5ル〃!h・4・渦Wh液 ・'を・♪8'・9ノ'伽ん"♂r'`4"1耀με`加!1ヤ・飴 匿ソ!
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る と,反 対 派 も こぞ って 重視 して い た先 行 技 術 デー タベ ー ス の拡 充 努 力 は 別 と

して,独 臼性 の 証 で あ った特 許 プ ロセ ス改 善 策 は丸 ご と棚Lげ に さ れ て しま っ

た20。

Ill一 件 落 着 なの か?

1消 えゆくビジネス方法特許の特別視

ビジネス方法特許に向けて吹き荒れだした逆風を鎮めるためにアメリカで実

施された対応策を,前 章に概観した、,皮切 りになった1999年 の特許法改正こそ,

自明のビジネス方法に特許権が成立した場合に先使用者の防御権を保障する措

置を用意 したものの,2000年 春 にUSPTOが アクション・プランを打ち出 し

て以降は,審 査の リソースとなる先行技術データベースの拡充や専門知識を有

す る審査官の確保によって審査の質 ・BMpの 質を高めることに焦点が絞られ

るようになった,と 考 えて大過ない。バーマン ・バウチャー法案のよ うに

BMPの 認定プロセスを改変 しようとい う動きもみられはしたが,ブ ームの沈

静化 とともにその熱気と社会的な広が りは急速に失われる形になった。

統計の数字をみ ると(前 稿の図表2),SSB事 件判決を機に急増 したBMP

の出願数は,2001年 の8.700件 をピークに減少に転 じ,2年 後には6,000件 にま

で落ち込んだ。特許成立数の方は,ピ ークが2000年 の900件 で,翌 年に一気に

半減 し,そ の後 も500件 以下に とどまっている。 この事実については,新 規

性 ・非 自明性の欠如を理由とした拒絶査定の増加が出願数に比べての特許成立

数の伸び悩みと急減をもたらし.ひ いては安易な出願に歯止めをかける重要な

要因になったのだ,と いう解釈が一般的であった、,そして,先 行技術情報や審

査スタッフの充実が審査の質的向上を可能にしたとの見方に立って,そ の部面

にますますBMP改 善の努力が集中されることになったのであろう。

＼Lα7ξ!A550`如 々o'～,November27,2000,P、8.

20)Penning、Tammy,いTheCourts,CongressandtheUSP'ID:TakingStepstoPrevent吐he

PatentlyAbsurdfr【mBecomingPatentぞll)le』 ♪1沼 鎚1召 η4'hぞ1腋?η1砿Fall20Q2.(http:〃gsulaw、

gsu・edu/la避and/papers/faO2/penningt・n)
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先を続けると,2002年10月 には,ロ ーガン(JamesRogan)USPTO長 官の

発言が話題 になった。USPTOは 以前 にはビジネス方法関連出願のうち65～

70%に 特許を認めていたが,今 では拒絶率の方が65～70%に なっている。確か

に過去には過剰認定の過ちを犯したけれど,現 在はより注意深いアプローチに

変わ っている.長 官は一件落着の示唆をこめて,そ う述べた.た だし,他 方で

彼は,USPTOに は毎年35万 ～37,5万 件の特許出願があ り,3,400人 の審査官

で審査に当たっていて も処理が追いつかないという事実をあげて,滞 貨の膨張

(43万件)に 対 し深い憂慮を表明 しだ11。

もはやBMPを 特別視するのではなく,特 許全般の共通問題として処理能力

の改善を重視 しようというUSPTOの スタンスをよ り明確に示 したのが,1

2003年2月 発表の 「21世紀戦略計画」である。同計画は.処 理能力の危機を打

開するために,USPTOを 「市場応動型の知的財産権制度を支える,品 質重視

で.生 産性が高 く,反1、さの敏感な組織」に改変する必要を強調 し,品 質保証活

動の強化。特許部門への電子政府の導入等の具体的施策を提起 した。印象的な

ことに,過 去数年にわたってUSPT(二)の 政策文書中に氾濫 していた ビジネス

関連発明やBMPと いう言葉は,こ の計画では跡形 もなく姿を消している3%

2「 過渡的な問題」と 「より本質的な問題」

ピジネス関連発明の審査体制が整い,過 剰な特許認定にブレーキがかかるに

及んで,BMPブ ームは明らかに下火になった。三極間調整を受けてアメリカ

の審査基準が厳格化されたこと,逆 オークションやワン ・クリックをめぐる係

争が和解に達 したこと等 もあって,BMPに 対する懐疑や批判の声 も2002年 に

はほぼ鳴 りをひそめてしまった。

それどころか一部 には,批 判論がBMPの 低質さを唱える際に据えていた前

:考1)McC賦nagh,Dじclan,"ArePa【 ヒmMethしxl5Paten目yAbsurd?,"Z』DIV鉱October15,2002.

(htt1)://zdnet.com.com/2100-1106・962182.html)

22)USPT〔),丁 加215'Cθ 漉 ρ:yS～,η'8g'`PZ`～ π,February3、2(》(}3.
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提その ものが怪 しく.特 許の範囲が広すぎるとか先行技術をほとんど引用 して

いないとかは実態と異なった単なる仮説で しかない,と いった主張 さえ現れた。

それによれば.質 が低 く,ソ フ トウェア産業と経済全体にとってむしろ有害で,

特許審査に主観性を持ち込み,訴 訟を増やす とのBMPに 関する悪評は,逸 話

的な証拠一 全体を代表するわけではない少数の問題特許の検討から引き出さ

れた一 に基づ く専門家の意見をベースに形成されたもので,そ うした社会通

念はおよそ支持 しがたい,と いう捉え方になる93}。

だが,審 査 ・特許の質が満足すべき水準に到達 したとしても(あ るいは仮に

質の低さ自体が絵空事だったとしても),そ れでBMPに つきまとう懸念の全

面解決となるわけではない。なぜなら,先 行技術データの不十分さや専門知識

をもつ審査官の不足によって,特 許要件にかかわる審査が不正確になり,結 果

として暇疵のある特許が乱造されるのではといった不安は,デ ータベースの拡

充や審査官の増員 ・訓練が進めばおのずと解消する 「過渡的」な事象であるが,

これとは別に 「より本質的」な難点 も厳 として存在するからである。ビジネス

関連発明の本来的特徴を反映して,BMPの 場合には特許制度の理念 と相容れ

ないほど強力な市場支配力をもたらす可能性が強い,と いう問題がそれに当た

先にビジネス方法特許に寄せ られた疑間 ・批判を概観したときに,特 許制度

本来の趣旨か らの逸脱を理由にBMPの 廃止や権利期間短縮を訴える議論 も

あった,と 述べた。その場では巾身には立ち入らずに素通 りしたが,今 ここで

幾らか時をさかのぼって,そ うした主張に耳を傾けてみる必要がある。

23)Hunter、StarlillgD.,"HaveBusinessMethりdPaleuしsGoし しen置BumRap～.;『 ハf1T8'oα"

5`h・ ひ'6ゾ ル1`4〃岬 〃'剛1鞠 痴"81セ ψθ・、No.4326-03.Juiy2003.

24)(財)知 的 財 産 研 究 所 編 、 前 掲 書,61-62ペ ー ジ 。
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IV未 決 の 問題 点

1ビ ジネス方法特許不要論 ・権利制限論が提起 したもの

現代のビジネス方法特許はソフ トウェア特許の延長線上に位置するもので,

圧倒的部分がソフトウェア とビジネスの手法を結合したインターネ ット特計だ

と言える。ところが.ソ フトウェア特許に対 しては,抽 象的理論一般が研究成

果をパブリック ・ドメインに置 くことで前進を遂げてきたのと同じく,ソ フ ト

ウェア技術 も無償で公開されたアルゴリズムの積み重ねや組み合わせによって

発展してきたのであって,そ こに特許が導人されるとアルゴリズムの自由な使

用が制限され,特 許制度の期待する効果とは裏腹に技術進旗が阻害される結果

になる公算が大きい、とする反対論が後を絶たなかった.

とくにオープン ・ソース運動の担い手たちは,先 行技術の存在を思えばソフ

トウェア特許の大多数が実際には無効であるはずだと唱えつつ,開 発 したアル

ゴリズムを特許化せずにそのソースコー ドをインターネット上に公開する

バグ除去作業はボランティアのプログラマーたちに委ねられる一 ソフ トウェ

ア開発方式の有効性を,実 践の成果(た とえばリナ ックス)を 通 して立証 しよ

うと努めて きだ1き1。その視座からすれば,ご く自然に,HTTpやTCPIIPが

公共財とされ,ま た相互模倣が許されたからこそインターネットの爆発的な普

及 も可能になった,と 認識するようになる。ゆえに,彼 らは,電 予商取引の自

由競争を制限 しインターネット市場の成長力を弱める要因になるからとの理由

を掲げて,ソ フ トウェア特許 と同じくBMPに 対 しても否定的な態度をとると

ころとなった2%

BMP不 要論は,ソ フ トウェア特許を拒否する論者たちだけでなく,ソ フ ト

ウェアの特許保護を必要だとみる論者たちからも,し ばしば聞かれた。ビジネ

25)Raymond,EricS,.'TheCathedra畳andtheBazaaf,"November22,1998.(httl)://www.free・

soIしorg/置itemtuτe/pal)ers/esr/eathe〔lral-hazaar)

26)Perens,Bruce,』SoftwarePatelltsvs.FreeSoftware』 ヤMay3.2001.(hしtpl//www,peτells.

com/Articles/Patents.htm1)
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ス関連発明とされるものにソフトウェア技術上の寄与が含まれている場合には

ソフトウェア特許で保護すればよく,そ れ以外は特許制度の枠組みで扱 う必然

性がない,と の意見である。ソフトウェア特許 との関連に明示的にふれなかっ

た論者たちからの指摘 も含めて,ア イデアの保護を主眼とするBMPの 存在自

体に対 して投げかけられた批判の内容を要約 してお く。

ビジネス方法のような抽象的アイデアは,ア ルゴリズムと同 じく特許制度に

なじまない ものであ り,公 共財として誰 もが自由に利用できるようにしてお く

方が,産 業発展の見地からみて望ましい。仮にビジネス方法の開発促進のため

に法的保護が必要だとしても.従 来の トレー ド・シークレット法による保護で

事足 りる.ビ ジネス関連発明が,公 開を新技術の動機付けに役,ウ1てようとする

特許制度の本旨に合致 しない性質を有している点 も,考 慮に入れるべきだ。に

もかかわらず,イ ンターネット産業の諸領域で,ト レー ド・シークレット保護

か ら特許権への劇的なシフ トが生じた。競争相手の独自開発や リバース ・エ ン

ジニアリングによって トレー ド・シークレット保護が打ち破られる場合でも特

許権なら効力を保てる,と いった特許保護の利点を評価 しての動きだが27レ,ビ

ジネスのアイデアに独占的実施権が認められれば別なソフ トの開発によって も

回避不能なので,BMPの 取得は特許権者による市場独占に直結することにな

る。デジタル ・エコノミーにあっては,ビ ジネス方法を開発 して最初に商業利

用に踏み切った者には,た だでさえロック ・イン効果 とネットワーク効果の作

用によって独 り勝ちの可能性が与えられる。それなのに,一 体なぜ特許の独占

権でその可能性をいっそう強めてやらなければならないのであろうか捌。

上のごときBMP不 要論のほかに.BMPに ビジネスの手法や システムの革

新をもたらす潜在力が宿っていることは認めるが,権 利の有効期問については

27)TheComputerLawAssociation,"TheGlobal(二hanellgeohheBusinessMethodPlltenビ

May3-4、2001、p,5,(http//claorg!glob&1%20challenge.pdf)

28〉Dτeyfuss.R(}che11eC.,"Tesdm(》nybeforetheSubcommltτeeonCourtsandIntdlectualProp-

ertyoftheHouseofRepresentativesComllliueeolltheJudiciary、OversightHearingonthe

Unite〔lS重a重esPaτentmdTrademarkOf6cゼ,March9,2000.Gleick,σ μ 碗.
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特計一般(出 願 日から20年間)よ り短縮 して しかるべきだ,と する主張も存在

した.新 陳代謝の激 しいソフ トウェアの寿命より遥かに長い間権利を保護 し続

けること,な らびに容易には陳腐化 しないビジネス ・アイデアに広範囲の権利

を長期問にわたって保証することの競争阻害作用が,短 縮の理由とされた。そ

れと大 きく重なり合っているが,ビ ジネス方法は多かれ少なかれ公共財の性格

を帯びているので,特 許権者の利益を守 りすぎると社会的な不利益が生 じると

いう理由が,明 示的に語られることもあっだ9}。

2放 置されてきた問題の所在

話の筋道をはっきりさせるために繰 り返そう。BMPに 対する批判に応えて,

アメリカでは審査 ・特許の質を改善す るための措置が講 じられた。 しか し,そ

れは基本的に過渡的問題への対応策であって,BMP不 要論や権利期間短縮論

が特許制度の本来的使命にもとるものとして問題視 した事柄は,ほ とんど何の

手当ても施されないまま今日に至っている。

先 にも引 き合 いに出 したが,米 国知 的財産権法協会(AIPLA)の 白書

(2000年10月)は.米 国政界やUSPTOに そうした政策スタンスをとるように

要請 した ものであった。白書はこう書いている:豊D)。一 オープン ・ソース運動

は,ボ ランテ ィア意識の高いプログラマーとエンジニアとでは技術開発の動機

に違いがあると力説する。だが,プ ログラマーの少な くとも相当部分は,ボ ラ

ンティアとして得られる評判や名声よりも,エ ンジニアと同じように特許のイ

ンセンティブによって開発意欲を鼓舞されるのが現実だ。となると,プ ログラ

ミングと他の特許保護対象技術 ソフ トウェア発明とハー ドウェア発明の間に

有意の差があるとは考えにくい。BMPと 非BMPの 区別にしても,大 半の特

許が究極的には商業的な日的を持つ以一ヒ,あ まり意味はない。したがって,ノ

フトウェア関連発明やビジネス関連発明も,他 の発明と同 じ法律上の枠組みに

29)米 山秀 隆 「国 際 標 準 を い か に して 獲得 す るか 」rFRIRevicw』20(10年7月 号 。、

30〉AIPI.A、oメ 》.`㍑.pp,5-7.
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よって保護されなければならない。にもかかわらず.そ れらを差別的に扱うな

ら,そ うした扱いをしていない諸外国の競争者に対 してアメリカの発明者は不

利な立場に立たされる羽目になる,,い ま肝要なのは,ビ ジネス方法の先行技術

情報の充実や審査官の質の改善に引 き続 き努めることであ る。なお,ベ ン

チ ャー企業がBMPや ソフ トウェア特許の取得から受ける利益も見過ごせない。

これ も繰 り返 しになるが,審 査の質的向上が顕著になった2002年 頃には,

BMP批 判の大火はおおむね鎮まった。 とはいえ.火 種が全 くな くなったわけ

ではな く,特 許の制度趣旨に反する類の問題が手つかずのまま放置されている、,

ここで銘記しなければならないのは,厳 格な審査を経て成立する特許は法的に

安定 していて後に有効性を覆される可能性が小さい,し たがって権利を行使さ

れ る側の企業にとっては抵抗のすべがない,と いうことである3P。さらに,

ヒーク時より出願数が減ったとはいえ,い ぜん大量の,そ れも選別された案件

の出願が続いている事実も,し っか り見定めなければならない。そうすれば.

今後BMPを めぐる 「より本質的な問題」が 「過渡的な問題」 という爽雑物の

ない 「より純粋な姿」で舞台に再登場する可能性を思わずにはいられなくなる

とい うものであろう。

お わ り に

特許保護の拡大は,あ る人たちを富裕にしはするが,そ れが市場の発展と同

義だ とは限らない。より強い知的財産権が常により強い経済を意味するかに考

えるのは.誤 った先入観で しかない321、,ビジネス方法特許に科学の進歩や技

術 ・産業の発展を害する重大な危険性が宿っている以上,ブ ームの鎮静化でさ

しあた り表面的に平穏ではあっても無関心にならずに,む しろ今を好機と捉え

て.ビ ジネス関連発明の法的保護がいかにあるべきかを一一保 護の可否も含め

て一 具体的に検討 し,そ の実現に努める必要があろう。

31)牧 野 和 夫 『情 報 知 的 財 産 権』 日本経 済新 聞社,2003年.98ペ ー ジ.

32)Lessig,Lawrence,"TheProblemwithPatents、"丁 加 みヱ4螂2':y5頗 曜o'鳳September8 ,2001、
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たとえば稲葉秀俊氏は,USPTO(やJPO)の 審査基準がビジネス方法部分

と技術的部分を明確に区別せずに全体 として非自明性(進 歩性)を 判断するよ

うになっているのは,法 定の特許要件の柔軟すぎる運用を意味するとした上で,

抽象的アイデアに対 しては特許を付与すべ きでない,特 許に値するのはソフ ト

ウェア部分に相当の(通 常の進赤のスピー ドを超える)技 術的な進歩が認めら

れるケースだけだ,と 述べているお、。 ドレフユス(RochelleC.Dreyfuss)教

授 も,米 国下院の小委員会で,ソ フトウェアの保護は必要だが,ビ ジネス競争

と健全な市場を回復させるためにビジネス方法自体は他者が別なソフトウェア

で実施できるように公衆に開放するべ きだ,と 同趣旨の証言をおこなったこと

がある1側。

主張の内容 は異なるが,わ が国公正取引委員会の報告書(2002年)で は,

BMPに ついては広い権利範囲を有する特許が成立 し,後 発技術や競合技術開

発のインセンティブを阻害する可能性が大だ との見方に立って.産 業全体の技

術開発のインセンティブが確保され るような特許制度にする必要が説かれてい

る鋤。ある調査研究の場合には,「汎用技術は有用であればあるほど,ま た幅

広 く利用されていればこそ其の真価が発揮され、産業の発達 と人類の生活水準

の向上につながると考えられ,そ れ故に合理的な実施料で誰 もが利用できる仕

組み(容 的機関による実施権の取得 とそれの一般への開放.等)の 整備を検討

することも必要である」 と提言しているが,お そらくその論理的枠組みでは汎

用性の高いビジネス関連発明も同 じ扱いになるのであろう3%

これらの意見ならびにバーマン ・バウチャー法案,過 去のBMP不 要論や権

利制限論に学ぶべ きを学びながら,発 明の貢献度に応 じた,そ して科学と産業

の発展に資する権利保護制度 ・運用のあ り方を構想 しなければならない とい う

33)稲 生,前 掲 論 文 、

34)Dreyfuss.・ μ".

35)公 正 取 引 委 貝 会 『新 た な分 野 に お け る特 許 と競 争 政 策 に 関 す る 班 究 会 報 告 書 』2002年6月,

47-48ペ ー ジ」(h"p://www.jhc.go.jp/pre8sreiease/02.june/020606.pdf)

36)「 特 許 経 済 モ デ ル(特 許 経 済 学)に 関 す る調 査 研 究 」 『知 財研 紀 要』2000年 、
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付表 ク ラ ス705特 許取 得 数 の企 業 別 ラ ンキ ン グ(1977-99年)

順位
1977-89年

(13年 問)

特許

取得数

1990-94年

(5年 間)

特許

取得数

1995-99年

(5年 間)

特許

取得数

1 Pitney・Bowes 134 Plし11ey・Bowes 47 Pitney-Bowes 77

2 SharpCori)oratiOI1 39 亘BM 32 FujitsuLTD 64

3 OmronElectfOIlics 31 Hitachi 23 IBM 58

4 IBM 26 SharpCorpora"on 11 NCR 30

5 Casio 21 OmronElectronics 9 Hitachi 27

6 TokyoElectdc 21 AlcatelBusinessSystenls 9 Citibank 22

7 Hkachi 10 NCR 6 EDS 21

8 NCR 7 AT&T 6 Microsoft 20

9 Toshiba 6 Unisys 6 Ne。P・s書* 16

10 Merr肌ynch 5 Casio 5 M飢sushitaElectric 16

10 Aしt該Uガ∫echnovations 5 FramaA.G. 5

*Neopost杜:年 商約$400Mの 郵便物 ・物流 ・配送サービス及び関連機器製造販売

出所:(財)日 本情報処理開発協会 ・先端技術研究所 『わが国が行う憐報処理研究開発のあ り方に

関する調査研究(そ の5)』2001年3月,56ぺ 一ジ.

こ と にな る、)その場 合 に,サ イバ ー スペ ー スの 世 界 性 に対 応 した 国際 的 ハ ー モ

ナ イゼ ー シ ョンの推 進 戦 略 もまた 不 可 欠 で あ るの は,わ ざ わ ざ書 き添 え る まで

もな い 、,

も う一 点 。BMP擁 護 派 は,AIPLA白 書 が そ うで あ る よ う に,新 興 ベ ン

チ ャー 企業 が 大 企 業 と互 角 に競 争 で き る よ うに す る た め の格 好 の手 段 だ と して

BMPを 賛 美 す るの が常 で あ る。 新 興 企 業 が 独 自 の ビ ジネ ス 手 法 を用 い て イ ン

ター ネ ッ ト ・ビ ジ ネ ス に 乗 り出 して も,資 金 力 に勝 る 大 企 業 が 莫 大 な マ ー ケ

テ ィ ン グ費 用 を投 入 しつ つ 同様 の 方 法 を用 い て迅 速 に ビ ジネ ス を展 開 す る よ う

な ら,と て も勝 ち 目 は ない 、、大 企 業 の模 倣 を 阻 み,さ ら にベ ンチ ャ ー ・キ ャ ピ

タルや 株 式 市 場 か らの 資 金 調 達 を容 易 に す るた め に有 効 な のが ビ ジネ ス方 法 特

許 の取 得 で あ り,そ の こ とが ベ ンチ ャー 企業 の新 規 参 入 と競 争 の 活 発 化 につ な

が る はず だ,と い う論 理 構 造 にな って い る。 だが,ワ ン ・ク リ ック特 許 等 をめ
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ぐる紛争の勃発は,特 定のネット・ベンチャー企業が目新 しくもないビジネス

方法で特許を取得 し,強 力な権利行使によって市場の親争を阻害するケースも

あ りうるとい うことを,誰 の目にも明 らかにした。さらに指摘すれば,ベ ン

チャー企業が特許取得を戦略的 ッー,レとみなす際に,大 企業相手の提携や

M&A交 渉を有利化する手段 としての利用をもくろんでいる場合も,決 して例

外的ではなかった371。そこに透けて見えるのは,大 企業の傘下に入って生き残

ろうという指向にほかならない。また,企 業別のビジネス方法(ク ラス705)

取得数ランキング(付 表)を みれば,上 位を占めてきたのは大企業(90年 代半

ばまではほとんどがエレクトロニクス企業だったが以後金融サービス会社やマ

イクロソフ ト社が登場す る)ば か りで,ネ ット・ベンチャー企業の出る幕はな

いに等 しかった38)。

ビジネス方法特許の鎧を身にまとった新興企業が大企業の割拠す る市場に

次々に乱入し.BMPを 持たない大企業相手に一歩 も退かない戦いを展開する

小気昧のよい光景ではあっても,実 孝目はこれほど単純明快ではないものと

心得なければなるまい。

137)公 正取引委員会,前 掲一報告書,18ベ ージ,、

38)(財M」 本情報処理開発協会 ・先端 技術研究所 『わが国が行 う情報処理研 究開発 のあ り方に関す

る調登研究(そ の5)』2001年3月.56ペ ー ジ.


